
 

 

 

 

確認申請関連の手数料割引制度について、既に組合員の皆様にはご利用いただいており

ますが再度お知らせいたします。 

割引内容は以下の通りです。 

 

・申請先  一般財団法人福岡県建築住宅センター（以下「建築住宅センター」） 

 

・割引金額 １申請につき２，０００円（令和３年４月以降） 

確認申請から完了検査まで利用すると合計６，０００円の割引となります。 

なお、適合証明手数料（フラット 35）等は対象外です。 

 

・制度のポイント 

１．工事施工者が組合員であれば対象となります（提出者は設計事務所でも結構です） 

２．既に着工している建築物も対象となります（中間検査申請、完了検査申請からでも

割引されます） 

３．また、新規の物件については、物件登録手数料として１物件に付き 1,000円をご

負担いただきます。 

  

申請等の手順については下記の通りです。ご利用くださいますようお願いいたします。 

 

【手順について】①から順に行ってください。 

 

   

      

   

   

 

 

 

 

 

なお、手数料後納申出書の用紙は、組合ホームページ「組合 NEWS」よりダウンロードできます

（Excelファイル）ご活用ください 

②手数料後納申出書を組
合へ FAX 
092-641-5210 
 
・送付状は不要  
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①手数料後納申出書及
び各申請書を提出 

 
（申請手数料は後日 
組合より請求） 

③建築住宅センターより組合員利用分の請求書を発送（郵送） 

組 

合 

員 

福岡県建設業協同組合 

FAX 092-641-5210 

④翌月 10日前後に各組合員に請求書を郵送 

⑤ 25日までに組合口座へ振込 


